
観 観 産 第 135号
平成24年 6月 29日

都道府県知事 殿

観光庁長

「旅行業法施行要領」及び「企画旅行に関する広告の表示基準等について」の

一部改正について

本年 4月 29日 に関越 自動車道で発生 した高速ツアーバスの事故を受け、国土交通

省では、6月 11日 に今夏の多客期の安全確保のための緊急対策等の具体的な安全対

策を内容とする「高速ツアニバス等貸切バスの安全規制の強化について」を決定 した

ところです。_

本決定においては、旅行業者の禁止行為に旅行の安全に係る事項を追加するととも

に、高速ツアーバスを企画実施する旅行業者に対 して、利用者に対する安全情報提供

を義務付けることとしており、旅行業法施行規則 (昭和 46年運輸省令第61号 )及

び旅行業者等が旅行者 と締結する契約等に関する規則 (平成 21年内閣府 口国土交通

省令第 1号)の一部を改正 しました (平成 24年国土交通省令第 68号及び平成 24

年内閣府・国土交通省令第 2号。 6月 29日 公布、 7月 1日 施行。)。

上記省令改正の内容を踏まえ、「旅行業法施行要領」 (平成 17年 2月 28日 付け

国総旅振第 386号 )及び「企画旅行に関する広告の表示基準等について」 (平成 1

7年 2月 28日 付け国総旅振第 387号 )の一部を別添のとおり改正 しましたので、

高速ツアーバス等の運行の安全確保に万全.を 期すようご指導方お願いいたします。

また、別添写しのとおり (―社)日 本旅行業協会会長、 (社 )全国旅行業協会会長、

高速シァーバス連絡協議会会長に対し、周知徹底を要請したところですが、旅行業協

会非加盟の第2種旅行業者、第3種旅行業者及び旅行業者代理業者に対して周知徹底

をお願いいたします。



〇 旅 行 業 法 施 行 要領 (平 成 17年 2りJ28日 LJ l総 旅 振 第 386号 )

第 15 そ の他

1 禁 JL行 為 (法 第 13条 、 規 則 第 37条 の 9)

1) 法 第 13条 第 1項 第 2号 及 び ll条 第 2項 の 「旅 行 業 務 に 関

し取 引 を す る者 」 は 、 旅 行 者 に 限 らず 、 運 送 、 宿 7rl事 業 者 等

の 旅 行 サ ー ビス提 供 機 関 を含 む 。

2) 法 第 13条 第 3項 の 規 定 は 、 白ナ ンバ ー の 貸 切 バ ス営 業 、

無 資 格 者 に よ る 有 償 通 訳 ガ イ ド行 為 等 我 が |]に お け る 法 令 に

違 反 す るサ ー ビス の提 供 等 の あ っせ ん に も適 月1が あ る。

3)法 第 13条 第 3項 第 4け の 規 定 に 基 づ く規 員1第 37条 の 9

保 が 阻 害 され る場 合 に適 ナIJさ れ る。

(例 )①  道 路 交 通 法 (|1召 不1135年 法 律 第 105号 )で 定 め ら

れ た 最 高 速 度 に よ る継 続 的 な 走 行 を 前提 とす る な ど、

他 の 法 令 に 1盤 反 しな い もの の 、 現 実 に は 実 施 が ll・ 難 な

旅 行 計 i 
Πiに 基 づ い た 運 送 サ ー ビス に 関 す る契 約 を貸 りJ

バ ス 事業 者 と締 結 す る こ とや 、 当 初 予定 して い た 運 送

サ ー ビス に 関 す る契 約 の 内 容 を旅 行 の 出 発 日の II前 又

は 一 方 的 に 変 更 す る こ とな どに よ り貸 切 バ ス 事 業 者 の

安 全 の確 保 が 困 難 に な る場 合

②  旅 行 業 者 が 、 旅 客 の 乗 降 時 の 安 全 の 確 保 が 十分 で な

い 場 所 を乗 降 場 所 と して 選 定 す る場 合

4) 法 第 J3条 第 3項 第 4号 に 基 づ く規 貝J第 37条 の 9第 2号

の規 定 は 、 以 下 の よ うに 、旅 行 地 にお い て旅 行 者 の選 択 権 (選

択 の 自 由 )を 奪 うな ど、 旅 行 者 の 意 思 に 反 して 特 定 の 商 吊 や

サ ー ビス を 事 実 J■ 購 入 せ ざ る を 得 な い よ うな 状 況 に i■ く行 為

に 1)適 用 され る。 な お 、 旅 行 サ ー ビス の 一環 と して 、 旅 行 者

の 便 宜 の た め
'口

に 上 産 物 層ヽ に 案 内 す る行 為 |」 体 に |ま iill lllは な

い

5 そ の他

禁 Jl行 為 (法 第 13条 )

1) 法 第 13条 第 1項 第 2号 及 び lpl条 第 2項 の 「旅 行 業 務 に は1

し取 引 を す る者 」 は 、 旅 行 者 に 限 らず 、 運 送 、 宿 泊 事 業者 等

の旅 行 サ ー ビス提 供 機 関 を含 む c

2) 法 第 13条 第 3項 の 規 定 は 、 白ナ ンバ ー の 貸 切 バ ス 営 業 、

無 資 格 者 に よ る 有 偵 通 訳 ガ イ ド行 為 等 我 が 国 に お け る 法 令 に

違 反 す るサ ー ビス の提 供 等 の あ っせ ん に 1)適 月|が あ るЭ

(新 設 )

3) 法 第 13条 第 3項 第 4号 の 規 定 は 、 以 下 の よ うに 、 旅 行 1也

に お い て 旅 行 者 の 選 択 権 (選 択 の 自 由 )を 奪 うな ど、 旅 行 者

の 意 思 に 反 して 特 定 の 商 混|や サ ー ビス を 事 実 上購 入 せ ざ る を

得 な い よ うな 状 況 に 置 く行 為 に t)適 り|]さ れ る。 な お 、 方旅行 サ

ー ビス σ)一 環 と して 、 旅 行 者 の 使 1主 の た め 11に 11産 物 屋 に案

内 す る行 為 自体 に は適 月1は な い c

第 1号 の 規 定 は 、 貸 切 バ ス 事 業 者 を利 用 した 企 lll l旅 行 の 場 合



(例 ) 旅 行 業 者 の 添 乗 員 等 が 、 土 産 物 の 販 売 が ‐定 の 売 り上

げ に 達 す る ま で バ ス を 出 発 させ な い 旨 を宣 言 して 白 い 11内 で

土 産 物 を販 売 す る場 合

(例 ) 方々 行 業 者 の 添 乗 員 等 が 、 土 産 物 の 販 売 が 一定 の 売 り

げ に 達 す る ま で バ ス を 出 発 させ な い 旨 を 宣 liし て 自 ら車 内

土 産 物 を販 売 す る場 合

上
―c



○企 l晒 旅 行 に 関す る広 告 の表 示 基 準 等 につ い て (平 成 17年 2月 28日 国 総 旅 振 第 387号 )

企 画 旅 行 に 1月 す る広 告 の 表 示 基 準 等 につ い て

企 画 旅 行 に 参 加 す る旅 行 者 を 募 集 す る た め の 広 告 の 表 示 方 法 に つ

い て (旅 行 業 法 (以 下 「法 」 とい う。)第 12条 の 7、 旅 行 業 者 等 が

旅 行 者 と締 結 す る契 約 等 に 関 す る規 則 (以 下 「規 則 」 とい う。)第 1

2条 関係 )

(1)
①  「企 画者 以 外 の 者 Jに つ い て (規 則 第 12条 第 ]号^)

/1k画 者 以 外 の 者 に は 、 企 画 旅 行 業 者 の 旅 行 業 者 代 理 業 者 並 び に

企 |1町 旅 行 業 者 の受 託 旅 行 業 者及 び 受 託 旅 行 業 者 代 理 業 者 の ほ か 、

以 下 の よ うな者 が 含 まれ る こ とに留 意 す る こ とD

ア  /1t tti旅 行 業 者 以 外 の者 が 企 画 に参 画 した 場 合 の オ ー ガナ イ ザ

ー 等

イ 後援 者 、 協賛 者、 賛 ||」 イ 、推 薦 者

ウ 運 送機 1月 、宿 711機 1周

②  「文字 の 大 き さ等 に 留 意 して 、 企 画 者 の 氏 ″,又 は /rl称 の り1確 性

を確 保 す る こ とJに つ い て (規 則 第 12条 第 1号‐
)

原 則 と して以 下 の 要領 に よ り表 示 す る こ とЭ

ア  受 託 旅 行 業 者 に つ い て は 、企 画旅 行 業 者 の名 称 に用 い て い る

活 字 と「 1等 以 下 の大 き さの 活 字 を月1い る こ と。

イ 企 画i旅 行 業 者 の旅 行 業 者 代 理 業 者 、受 託 旅 行 業 者 代 理 業 者 に

つ い て は 、 そ れ ぞ れ 企 画 旅 行 業 者 、 受 託 旅 行 業 者 の名 称 に 用 い

て い る活 字 よ り小 さい 活 字 を用 い る こ とっ

ウ 旅 行 業 者 又 は旅 行 業 者 代 理 業 者 以 外 の 者 の夕l称 につ い て は 、

企 画 旅 行 業 者 の 名 称 に 用 い て い る活 字 と 司等 以 下 の 大 き さの 活

字 を用 い る こ と。

工  そ の 他 、企 lllll旅 行 業 者 以 外 の者 の 名 称 に 太 い 活 字 や 鮮 か な 色

をり11い る な ど、 そ の 者 の /Fl称 を こ と さ らに 日立 た せ る よ うな 表

示 を Filわ な い こ と。

企 口
'i旅

行 に 1月 す る広 告 の表 示 基 準 等 につ い て

J/1N画 旅 行 に 参 加 す る旅 行 者 を 募 集 す る た め の 広 告 の 表 示 方 法 に つ

い て (旅 行 業 法 (以 下 「法 」 とい う。)第 12条 の 7、 Fl法 施 行 規 則

(以 下「施 行 規 則 Jと い う。)第 28条 の 2関 係 )

(1)
①  「企 画者 以 外 の 者Jに つ い て (施 行 規 サtJ第 28条 の 2第 1号 )

企 口i者 以 外 の 者 に は 、企 画 旅 行 業 者 の旅 行 業 者 代 ■ll業 者 並 び に

企 T回 旅 行 業 者 の受 託 旅 行 業 者 及 び 受 託 旅 行 業 者 代 fHl業 者 の ほ か 、

以 |で の よ うな者 が含 まれ る こ とに 17意 す る こ と。

ア 企 画i旅 行 業者 以 外 の者 が 企 llFに 参 lbl lン た 場 合 の オ ー ガ サ イ ザ

ー 等

イ 後 援 者 、 協賛 者 、 賛 |IJイ 、 I的時者

ウ 運 送機 関 、宿 泊機 191

②  「文 字 の 大 き さ等 に 留 意 して 、 企 画 者 の 氏 名 又 は名 称 の 明 確 性

を Fil保 す る こ と」 につ い て (施 行 規 則 第 28条 の 2第 1号 )

原 則 と して 以 下の 要領 に よ り表 示 す る こ とっ

ア 受 託旅 行 業 者 に つ い て は 、 企 画 旅 行 業 者 の イl称 に 用 い て い る

活 字 と 1司 等 以 下 の 大 き さの活 字 をり月い る こ と。

イ 企 lll旅 行 業 者 の旅 行 業 者 代 理 業 者 、 受 託旅 行 業 者 代 lHl業 者 に

つ い て は 、 そ れ ぞ れ 企 lbl旅 行 業 者 、 受 託 旅 行 業 者 の名 称 に チ||い

て い る活 字 よ り小 さい 活 字 を用 い る こ と。

ウ 旅 行 業 者 又は旅 行 業 者 代 lllj業 者 以 外 の 者 の イ1称 に つ い て は 、
/itり

|「 旅 行 業 者 の 名 称 に 用 い て い る活 字 と 1司 等 以 Fの 大 き さの 活
′
11を り||い る こ とc

工  そ の 他 、 企 画 旅 行 業 者 以 外 の 者 の イl称 に太 い活 字 や 鮮 か な 色

を用 い る な ど、 そ の 者 の 名 称 を こ と さ るに |]立 た せ る よ うな 表

/JNを 行 わ な い こ と。

刃千



③  旅 行 と特 殊 な イ ベ ン トを組 み 合 わ せ た 企 JIIを 方々 行 業 者 とイ ベ ン

ト業 者 が 共 同 して 企 画 す る場 合 に お け る企 口ll旅 行 業 者
‐の lt名 又 は

/r.称 の表 示 につ い て は 、旅 行 業 法 施 行 要 領 (｀F成 17年 2り128

H付 け 国 総 旅 振 第 386号 。 以 下 「施 行 要 領 Jと い う。)に よ る

こ と。

(2)規 貝J第 12条 第 2号 に規 定 す る場 合 に お い て ()、 支 払 うべ き対

価 の 最 低 額 及 び 最 高 額 を 同 等 の 大 き さ の 活 守1を 用 い て 表 示 す る と

と ()に 、 最 低 額 又 は 最 高 額 を こ と さ らに 日立 た せ る よ うな 表 示 を

行 わ な い こ と。

2 企 画 旅 行 に参 加 す る旅 行 者 を募 集 す るた め σ)広 告 の 表 示 ir項 に つ

いて (法 第 12条 の 7、 規則1第 13条 関係 )

(1)「 企画者の氏名又は名称及び住所 lli7び に登録番 けJに ついて (量

則1第 13条 第 18‐ )

① 登録番号は、企 lll旅 行業者の氏名又は名称 に近接 して表示す る

こ と c

旅 行 業 協 会 に 力|1人 して い る 旅 行 業 者 に あ つ て は 、
Ч
l i亥 旅 行 業 協

会 イ,(マ ー ク の 表 /1ミ は 任 意 とす る。)も 併 せ て 表 示 す る こ と。

③  当該 企 画旅イiが 募集 型企 llil旅 行 で あ つて 、企画旅 行 業者 が第 二

種旅行 業者 で あ る場 合 に は、募集 型 企 画 旅行 を実施す る こ とがで

き る区域 と して 、 当該 /1N画 旅 行 の 出発 地 、 目的地 、宿 γ

`1地

及 びり■

着地 の存す る市日∫村 (特 男|1区 を含 む。 以下 1司 じ。)が 全 て含 まれ る

よ うに、 一の 当該企 画 旅行 業名 σ)営 業所 の存 す る市 町村 、 これ に

隣接 す る市 町村 及 び 平成 19年 l■l上 交 通省 告示 第 445'3(以 F

「告示」とい うc)で 定 め る市‖]村 を、 ./1N画 旅行 業者 の氏名 又は名称

に近接 して表示す るこ と。

(2)「 旅 行 の 目的地 及 び 日程 に関す る事項 Jに つ いて (規 則 第 13

条第 2号 )

① 少 な くとも次の 事項 を表示す るこ と。

ア 旅行 σ)主 た る 目的地 、出発地 、宿 泊地及びりFI着 地

こ『l白磐[『 |｀ 当!チふζ‖[1繹 :ど肩寧1:〕り:隼乱奈]みネ

②

③  旅 行 と特 殊 な イ ベ ン トを組 み 合 わ せ た 企 μlを 旅 行 業 者 とイ ベ ン

|ヽ 業 者 が 共 ||」 して 企 ll lす る場 合 に お け る企 画 旅 行 業 者 の 氏 名 又 は

″l千午グ)ブし」tに ′)い て は 、 チ旅イ∫メ窒泄i方仁イF要 イ頂 (丹 41成 1 7勺 12り ]2 8

11付 け 国 総 旅 ljc第 386号 。 以 下「施 行 要 領 」 とい う。)に よ る

こ と。

(2)施 行 規 貝J第 28条 の 2第 2け に規 定 す る場 合 に お い て も、 支払

うべ き対 価 の 最 低 額 及 び 最 高 額 を 同 等 の 大 き さの 活 字 を 用 い て 表

示 す る と と も に 、 最 低 額 又 は 最 高 額 を こ と さ らに 日立 た せ る よ う

な 表示 を行 わ な い こ とっ

2 企 lll i旅 行 に 参 加 す る旅 行 者 を募 44_す るた め の広 告 の 表示 事項 に つ

い C(法 第 12条 の 7、 施 行 規 則 第 29条 1渕 係 )

(1)「 企lll l者 の氏名又は夕l称 及び住所並びに登録番弓」に/Dい て (■

行規則第 29条 第 1け )

① 登録番 号‐は、企 ,コ 旅行 業者マ)ltイ l又 は″l称 に Jll接 して表示す る

こ と。

②  旅行 業協会 に加人 して い る旅 行 業者 に あ つて は 、 当 li亥 旅行 業 協

会名 (マ ー クの表示 は任 意 とす る3)も 併せ て表示 す ることし

③  当該企 FJi旅 行 が募集 型企 1画 旅 行 で あ って、企 ]f旅 行 業名 が第 二

種 旅行 業者 で あ る場合 に は 、募集 型企 画旅 行 を実施 す る こ とが で

き る区域 と して 、 当該企 L厨 旅 行 の 出発 地 、 IJ的 1也 、宿 泊地及 びり■

着地 の存す る市町村 (特 別 区 を含む。 以 下Fnlじ 。)が 全 て含まれ る

よ うに、 一の 当該■/1N TЦ 旅行 業者 の営 業所 の存 す る i甘 田J村 、 これ に

隣接 す る市町村及 び ｀
「

成 19年 []士 交通 省 告 示第 445号 (以 ト

「告示 Jと い う。)で 定 め る市田「村 を、企口li旅 イJl業 者 の氏名 又はイl称

に近接 して表示す るこ とぃ

(2)「 旅 行 の 日的地及 び 日程 に Falす る事 J■ Jに つ い て (施 行 規サIJ γj

29条 第 2号 )

①  少 な くとく)次 の事項 を表示す ることし

ア 旅行の主た る 目的地 、出発 l也 、イii泊 地及び11着 地

宿 泊地 については、 日程 中のす べて の宿‖
′
1都 市名 を表示す る

こ と。 ただ し、 )(該 都 市 にお け るイlF 7白 サー ビスの手配 が 当該 都



市 に 特 有 の 事 情 に よ り沐1難 とな る 可 能 性 が あ る場 合 に 限 り、 例

え ば 「A市 又 は 近 郊 の 都 市 J の よ うに 、 当該 欄;市 名 を表 示 した

上で近 郊 都 市 が宿 泊 地 とな り得 る 旨 を表 示 して よい。

イ 出発 日及 び 旅 行 日数

出発 日に つ い て は 、 標 準 旅 行 業 約 款 (平 成 16年 1司 t交 通 省

告 示 第 1593号 。 以 下 「約 款 」 とい う。)に 規 定 す る 「旅 行

開 始 日」 を 表 示 し、 旅 行 日数 に つ い て は 、約 款 に規 定 す る 「旅

行 開 始 日Jを 初 日 と し、「旅 行 終 了 日」 を末 Flと して 算 定 した

|1数 を表 示 す る こ と。

②  機 中泊 、 IF中 泊 等 の場 合 は 、 そ の 旨 を表 示 す る こ とっ

(3)「 旅 行 者 が 提 供 を受 け る こ とが で き る運 送 、 宿 泊 又 |ま 食 事 の サ

ー ビス の 内容 に 関す る事 J■ 」 に つ い て (規 則 第 13条 第 3号 )

少 な く と も、 利 用 す る運 送 機 関 の 種 類 又 は名 称 、宿 泊機 関 の種

類 又 は名 動t並 び に llll食 、 昼 食 及 び 夕 食 別 の 回 数 に つ き以 下 の 要領

に よ り表 示 す る こ とし

①  利 サ|〕 予 定 航 空 会 社 を 表 示 す る場 合 に は 、「A航 空 、 B航 空 他 |

な どの利 用 予 定 航 空 会 社 の範 口Jが 不 明 確 な 表 示 を行 わ な い こ と。

また 、 コー ドシ エ ア 便 を利 用 す る場 合 で あ って 、 表 示 ヒの航 空 会

社 と実 際 の運 航 航 空 会 社 とが 異 な る とき は 、 そ の 旨 を表 示 す る こ

と。 な お 、 この 場 合 に は 、 表 示 Lの 航 空 会 社 を ツ ア ー ・ タ イ トル

(旅 行 の選 択 の 上 で 重 要 な要 素 と して 表 示 され て い る 1)の をい う。

以 下 FJじ 。)に 記 載す る こ とは で き な い c

② 高速ツアーバス ((貸 切バス事業者 (道 路運送法 (l昭 和 26年 法

律第 183号 )第 9条 の 2第 1項 に規定す る一般貸り]旅 客 自動車

運 送 事 業 者 を い う。)を 利 サ月した 高 速 道 路 を経 由す る 三地 点 1占1の 移

動 の み を主 た る 目的 とす る募 集 型 企 Πf旅 行 を い う。 以 ド同 じ.)を
企 画 ・ 実 施 す る場 合 は 、 企 画 旅 行 で あ る こ とを りl確 に し、 特 に ./1N

〕i旅 行 以 外 の t)の が 近 接 して 表 示 され る場 合 は 、 そ の 違 い が ^見

して分 か る よ う しな けれ ば な らな いっ

こ σ)場 合 、 利 月1予 定 貸 切 バ ス 事 業 者 を表 示 す る こ と と し、 事 業

計名 が 一 つ に 特 定 され て い る こ とが 望 ま しい が 、 これ が 困 難 で あ

市 に特 有 の 事 情 に よ り 1困 難 とな る 口∫能 性 が あ る場 合 に 限 り、 例

え ば 「A IF又 は 近 郊 の 都 |lr Jの よ うに 、 当該 都 ilF名 を表 示 した

上で 近 郊 都 市が宿 泊地 とな り得 る 旨 を表 示 して よい。

イ 出発 日及 び旅 行 日数

出 発 目に つ い て は 、標 準 旅 行 業 約 款 (平 成 16年 十J土 交 通 省

告 示 第 1593号 。 以 下 「約 款 」 とい う。)に 規 定 す る 「
旅 行

/Fl始 1l Jを 表示 し、 旅 行 日数 につ い て は 、 約 款 に規 定 す る 「旅

行 り1始 目」 を 初 [lと し、「旅 行 終 了 目」 を 末 日 と して 算 定 した

国数 を表 示 す る こ と。

②  機 中泊 、 T'中 泊 等 の場 合 は 、 そ の 旨 を表 示 す る こ と。

(3)「 旅 行 者 が 提 供 を 受 け る こ とが で き る運 送 、 宿 泊 又 は 食 事 の サ

ー ビス の 内 容 に 関す る事 項 Jに つ い て (施 行 tι 員1第 29条 第 3号 )

少 な く と tぅ 、利 サ|け る運 送機 関 の TT類 又 は名 称 、 宿 泊機 関 の lI

力1又 は夕l称 Ei 1/び に 朝 食 、 1ヽ 食 及 び 夕 食 別 の 1引 数 に つ き以 下 の 要 領

に よ り表示 す る こ と。

①  利 用 予 定 航 空 会 社 を 表 示 す る場 合 に は 、「A航 空 、 13航 空 他 J

な どの利 用 予 定航 空 会 社 の 範 りHが 不 |り 1確 な 表 示 を行 わ な い こ と。

ま た 、 コー ドシ ェ ア 便 を利 用 す る場 合 で あ つ て 、 表 示 卜の航 空 会

社 と実 際 の運 航 航 空 会 社 とが 異 な る とき は 、 そ の 旨 を表 示 す る こ

と。 な お 、 この場 合 に は 、 表 示 上 の航 空 会 社 を ツ ア ー ・ タイ トル

(旅 行 の選 択 の Lで 重 要 な 要素 と して 表 示 され て い る もの をい う。

以 下 同 じ。)に 記 載 す る こ とは で き な い c

(新 設 )



´
しば 、「Aバ ス会 社 そ の他 J等 の が不リ ′ミ1氾

バ ス会 ネL又 は Bバ ス 会 社 Jの よ

iを 衛
1オ

,づ・ に「A

列 記 す る こ とc

③  宿 泊機 関 の名 称 に つ い て は 、「Aホ テ ル 又 は lFl等 ク ラス J等 の表

示 ()認 め られ る。

④  機 内食 は食 事の「11数 に含 め な い で別 途 表 示 す る こ とっ

(4)「 旅 行 者 が 旅 行 業 者 等 に支 払 うべ き対 価 に 関 す る 事 項 」 に つ い

て (規 則1第 13条 第 4号 )

①  ツ ア ー ・ タ イ トル に 、 入 場 に 当 た り人 場 券 が 必 要 と され る特 定

の 施 設 の 名 称 又 は 当該 施 設 内 に お け る催 物 等 の 名 称 を 記 載 す る場

合 は 、旅 行 代 金 に 当 該 入 場 券 の 代 金 を 含 ん だ 旅 行 代 金 を表 示 す る

こ とc

②  ① の 入 場 券 が 記 名 式 で あ る こ とそ の 他 の 理 山 に よ り他 人 へ の 譲

波 が 禁 ILさ れ て い る場 合 で あ つ て 、 旅 行 者 が 取 消 料 を 支 払 うこ と

な く旅 行 契 約 を解 除 した 際 に 当該 入 場 券 を 買 い 取 る こ と を旅 行 契

約 締 結iの 条 件 とす る と き に は 、 そ の 旨及 び 人 場 券 の 代 金 の額 を旅

行 代 金 に近 接 して 表 示 す る こ とぃ

③  当該 企 画 旅 行 が 募集 型 企 llu4旅 行 で あ つ て 、 企 画 旅 行 業 者 が 第 二

種 旅 行 業 者 で あ る場 合 に は 、 旅 行 代 金 は 、 中込 金 を 除 き 、 旅 行 移H

始 日 よ り前 の 収 受 は 行 わ な い こ とを 旅 行 代 金 に近 接 して 表 示 す る

こ とっ

(5)「 旅 程 管 理 業 務 を 行 う者 の 同 行 の イ∫無 」 に 7_lい て (規 員り第 13

条第 5号 )

①  旅程 管週l業 務 を行 う者 の同行 の有 無 を表示す る こ と。 なお 、旅

rl:管 りl業 務 を行 う者の 同イ子が |え rilを 限 つて行 われ る場 合 は、 この

旨を注記 して表示す るこ と。

②  旅行 参加 者数 に よ り旅租 管理 業務 を行 う者の F]行 の有 無が変 わ

る場合 に あ つて は旅 程 管理 業 務 をイJlう 者 が |;]行 しない こ とを基本

と した上 で 、旅行 参力|1者 数 が ‐定 以 上 とな った ときに、旅 程 管 Tlll

業務 を行 う者 を 1司 行 させ る旨を表示す るこ とG

行 の 実 施 の た め に

② 宿泊機関のイ1称 については、「Aホ テル又は |IJ等 クラスJ等 の表

示 ()認 め られ る。

③ 機 内食 は食事の IJ数 に含 めないで別途表示す る ことc

(4)「 旅 行者 が旅 行 業者 等 に支 払 うべ き対価 に 関す る 事項 」 につ い

て (施 行規則第 29条 第 4号 )

①  ツアー ・ タイ トル に、入場 に 当た り入場 券が必要 とされ,る 特 定

の施 設 の名 称又 は 当該施 設 内 にお け る催 4勿 等 σ)名 称 を記載す る場

合 は、旅行 代金 に 当該 入場 券 の代金 を含んだ旅行代金 を表示 す る

こ と。

②  ① の人場 券が記名 式 で あ る こ とそ の他 の ll「 由 に よ り他 人へ の譲

渡が禁止 され てい る場 合 で あって、旅行 者 が IIK tt 14を 支払 うこ と

な く旅行 契約 を解除 した際 にソl li亥 人 場 券 を買い取 るこ とを旅行 契

約締結 の条件 とす る ときには、その 旨及 び 人場 券 の代金 の額 を旅

行代金 に近接 して表示す るこ と。

③  当該企 画i旅 行 が募集 型 企画旅行 で あつて、企 |lf旅 行 業者 カベ第 Fi

種旅 行業者 で あ る場合 には、旅 行代金 は、 中込 金 を除 き、旅行 1711

始 ||よ り前 の収受 は行 わ ない こ とを旅 行代 金 に近接 して表示す る

こと。

(5)「 旅 程 管理 業務 を行 う者 の 1司 行 の有 無 」 につ い て (施 行規 則 γj

29条 第 5け )

①  旅程 管理l業 務 を行 う者 の Fl行 のイ,1(を 表示す る ことDな お 、旅

程管 llll業 務 を行 う者 の同行 が 区 ||り を限 つて行 われ る場 合は、 この

旨を注 記 して表示す る ことc

②  旅行 参加 者数 に よ り旅 ll管 理 業務 を行 う者 の 同行 の有無 が変 わ

る場合 にあつては旅 程 管理 業務 を行 う者 が li l行 しない こ とを基本

とした上 で、旅行 参加 者 数 が一定以 Jlと な った ときに、旅程 管 ll

業務 を行 う者 を「J行 させ る旨を表示す るこ とっ

(力7「没)



され る運 送サー ビスが含 まれ る場 合 にあ つて は、 当該運 送サー ビ

スの内容 を ltJl案 して、旅 行 者 が llX得 す るこ とが電 ま しい運送 の安

全 に関す る情 報」 につ いて (規 貝1第 13条 第 7号 )

① 高速ツアーバスを企画 。実施す る場合にあつては、「「高速バス

表示 ガイ ドラインJの 策定について」 (平 成 24年 6月 29日 付 け

観観産γj1 3 4号 )H.1.(3)② ～⑩の規定に準拠 して記載す

る こ と。

②  そ の他 、運 送 サ ー ビスの 内容 を ltJl案 して、旅行 業者 の半J断 に よ

り、必 要 とな る情 報 が あ る場 合 に あ つて は 、そ の情 報 を旅 行 者 に

伝達す る とと ()に 、その具体 的 な人手方法 につ いて記載す るこ と。

(7)「 法 第 12条 の 4に 規 定す る取 引条件 の説 り1を 行 う旨」 につ い

て (規 則γj1 3条 第 8号 )

契約 の締 結 前 に書 面 を交付 して取 引条件 の説 り1を 行 う旨を表示

す るこ と。

3 企画i方k行 契約 に係 る取 引条件 の説 明 に使 用す る書 1貞iの 記載 '|「 項 に

つ いて (法 第 12条 の 4、 規 サIJ第 5条 関係 )

(1)「 企 ‖コi者 の氏夕l又 は名称及 び住所 並び に登録 番号」について (量

貝1第 5条 第 1号 イ )

①  登録番 号は、企画者 の氏名 又は名称 に近接 して記載す るこ と。

②  企 ドi旅 行 業者 が旅 行 業 協会 に力|1人 してい る場合 にあつては、 当

該旅 行 業 lFJ会 名 (マ ー クの 記載 は任 意 とす る。)も 併せ て記載す

ること。

③  企 ド|「 旅 行 業者 以外 の者 の氏名 又 は名 称 を記 載す る場 合 にあつて

は、 1、 (1)、 ② に示す 要領 に よ り文字 の大 き さ等 に留 意 して、

企画i旅 行 業者 の氏名 又は名称 の明確性 を確保す るこ とっ

①  旅行 と特殊 なイベ ン トを組 み合 わせ た企 Diを 旅 行 業者 とイベ ン

ト業 者 が共 同 して企 画iす る場 合 にお け る企 画者 の氏イ1又 は名称 の

記載 については、施行 要領 に よるこ と。

⑤  当該 企 画旅行 が募集 型企 画旅 行 で あって 、企画旅 行業者 が第 二

種旅 行 業者 で あ る場 合 に は 、募 rI_型 企 ll ll旅 行 を実施 す る こ とがで

きる区域 と して、 ソ1該 企耐i旅 行 σ)出 発 地 、 目的 地 、宿 泊地及 びり■

(6)「 法第 12条 の 4に 規 定す る取 り1条 件 の説 明 を行 う旨」 につ い

て (施 行規則 第 29条 第 7号 )

契約 の締結 前 に書 面 を交付 して I取 引条件 の説 |り 1を 行 う旨を表示

す ること。

3 企 ‖lli旅 行 契約 に係 る取 引条件 の説 |ツ |に 使 り|」 す る :|卜 1山 iグ ),:己 載 事項 に

ついて (法 第 12条 の 4、 施行 規則第 25条 の 3関 係 )

(1)「 企 山i者 の氏名又はイ1称 及 び住「りi並 び に登録番 けJに ついて (施

行 規則第 25条 の 3第 1号 イ )

①  登録番 号は、企画者 の氏夕l又 は名 称 に近接 して記載す ることっ

②  企 画方k行 業者 が旅 行業協会 に力Π人 して い る場合 にあ って は、 ソ1

i亥 旅 行 業協会 /rl(マ ー クの記載 は任意 とす る。)も 併せ て記 1支 す

る こ と。

③  企画旅行 業者 以外 の者 の氏 名又 は名称 を記載す る場合 にあって

は、 J、 (1)、 ② に示す 要領 に よ り文字 の大 き さ等 に留意 して、

企画旅行業者 の氏名 又は名称 の llll確 性 を確保す るこ とぃ

①  旅行 と特殊 なイベ ン トを利Lみ 合 わせ た企 llllを 旅行 業 者 とイベ ン

ト業者 が共 同 して企 卍liす る場 合 にお け る企 画者 の氏夕l又 は名 称 の

記載 について は、施行 要領 に よる こ と。

⑤  当該企画旅 行 が募集 型企 |IJ旅 行 で あって、企 μf旅 行 業者 が第二

Trl旅 行 業者 で あ る場合 には 、募集 型 /1‐ 画旅行 を実施す る ことがで

きる区域 と して 、当該企 画]旅 行 の出発 地 、 目的 1也 、宿 泊地及 び帰



着 地 の 存 す る ||∫ 口「 村 が 全 て 含 ま れ る よ うに 、 一の 11該 企 l lll旅 行 業

者 の 営 業 所 の 存 す る市 町 村 、 これ に 隣 接 す る 市田∫村 及 び 告 示 で 定

め る市 町 村 を 、 企 フ1旅 行 業 者 の 氏 名 又 は 名 称 に 近 接 して 表 示 す る

こ とc

(2)「 企 Di者 以 外 の 者 が 企 lll l者 を代 理 して 契 約 を締 結 す る場 合 に あ

つ て は 、 そ の 旨並 び に 当該 代 理 人 の 氏 名 又 は名 称 及 び 住 所 並 び に

今 録 番 号 」 につ い て (規 員1第 5条 第 1号 口 )

①  登 録 番 けは 、 当該 代 理 人 の 氏 名 又 は 名 称 に近 接 して 記 載 す る こ

とこ

②  l、 (1)、 ② に示 す 要 領 も踏 ま え 、 企 μ

“

i旅 行 業 者 の旅 行 業 者 代

11業 者 又 は 受 託旅 行 業 者 若 し くは受 託 旅 行 業 者 代 jlll業 者 で あ る 旨

を明確 に記 載 す る こ と D

③  当該 代 川!人 が 旅 行 業 協 会 に加 入 して い る場 合 に あ っ て は 、 当該

旅 行 業 協 会 名 (マ ー クの i記 載 は 任 意 とす るの)()併 せ て 記 1文 す る

こ と。

(3)「 当該 契 約 に係 る旅 行 業 務 を取 り扱 う営 業 所 の名 称 及 び所 在 1也
|

及 び 「当該 契 約 に係 る旅 行 業 務 取 扱 管 理 者 の 氏 名 及 び旅 行 者 の依

頼 が あれ ば 当該 旅 行 業 務 取 扱 管 理 者 が 最 終 的 に は 説 明 を行 う旨 J

につ い て (規 則 第 5条 第 1号^ハ 、 二
)

①  当該 企 画i旅 行 に係 る旅 行 業 務 を I皮 り扱 う営 業 所 の 電 話 番 号̂も 併

せ て記 載 す る こ と。

②  依 頼 が あ れ ば 当該 旅 行 業 務 取 扱 管 理 者 が 最 終 的 に は 説 り1を 行 う

旨 を記 載 す る こ とc

(4)「 旅 行 の 卜1的 地 及 び 出 発 口そ の 他 の 日程 」 に つ い て (規 サ|1第 5

条 第 1号 ホ )

①  少 な く と も入場 す る観 光 1也 又 は llll光 施 設 そ の他 の方々 行 の |1的 地 、

イi泊 地 、 りi}着 地 、 出 発 日、旅 行 日数 及 び 卜1程 を以 下 の 要 領 に よ り

表示 す る こ とっ

ア 観 光 地 、観 光 施 設 に つ い て は 、 少 な く と も人 場 す る観 光 地 又

は観 光施 設 の名 称 及 び人 場 す る 旨 を 明示 す る こ とこ

イ そ の他 の旅 行 の 目的 地 に つ い て は 、 )11該 目的 地 が入 場 す る観

着 地 の 存 す る市 町 村 が 全 て 含 まれ る よ うに 、 一 の 当該 企 画 旅 行 業

者 の 営 業 所 の 存 す る市 町 村 、 これ に 隣 接 す る市 町 村 及 び 告示 で 定

め る li∫ 町 村 を 、 企 Di旅 行 業 者 の 氏 イl又 は 夕l称 に近 接 して 表 示 す る

こ と。

(2)「 企 画 者 以 外 の 者 が 企 山1者 を 代 理 して 契 約 を締 結 す る場 合 に あ

つ て は 、 そ の 旨 並 び に 当該 代 理 人 の Iξ 名 又 は夕1称 及 び ||:所 並 び に

登 録 番 号 Jに つ い て (施 行 規 則 第 25条 の 3第 1号 ||)

①  登 録 番 号 は 、 当該 代 理 人 の 氏 名 又 は 名 称 に近 接 して 記 載 す る こ

ル

②  l、 (1)、 ② に示 す要領 ()踏 ま え、企「町旅 行業者 の旅 行 業者代

理 業者又 は受託旅 行 業者若 しくは受託旅 行 業 者代 理業者 で あ る旨

をり1確 に記 1文 す るこ と。

③  当該代理 人 が旅 行 業協会 に力|1入 して い る場 合 にあって は 、当該

旅 行 業 協会 名 (マ ー クの記 1支 は任 意 とす る。)も クトせて記 1文 す る

こ とじ

(3)「 当該契約 に係 る旅行業務 を取 り扱 う営 来 |,「 の″l称 及 び所イF地 |

及 び 「11該 契約 に係 る旅行 業務 llt扱 管理 者の 1ヽ イ1及 び旅 行 者の依

頼 が あれ ば )11該 旅行 業務 取扱 管理イ が最 終的 には説明 を行 う旨 J

について (施 行規サ|lγj2 5条 の 3第 1号 ハ 、二
)

①  ｀
11該 企脚i方旅行 に係 る旅 行業務 を 1反 り扱 う営業所 の電話番 号 1)併

せ て記載す るこ とこ

②  依頼 が あれ ば 当該旅 行 業務取扱 管 11!者 が最 終 的 には説「Jlを 行 う

旨を記 載す るこ とc

(4)「 旅 行 の 目的地及 び 出発 に|そ の他 υ)日 程 」 につ い て (施 行 規 則

第 25条 σ)3第 1号 ホ )

C 少 な くとも入場す る観 光地 又は初1光 施 設 その他 の旅行 の 目的地 、

宿 泊 1也 、帰着地 、出発 日、旅 行 日数及 び H llを 以 下の要領 に よ り

表示す ること。

ア 観 光地 、 Fin光 施 設 につ いて は 、少 な くと 1)入 場す る観 光地 又

は観 光施 設の名 称及 び入場す る旨を |り]示 す るこ と。

イ そ の他 の旅行 の 卜1的 1也 につ い ては、 当該 目的地 が入 場す る観



光 地 、観 光 施 設 を含 ま な い 場 合 は 、 経 山 地 、 乗 継 地 、 休 憩 地 等

と HJl確 に 区別 され る よ うに記 載 す る こ と c

ウ 宿 泊 地 に つ い て は 、 Fl程 中 のす べ て の 行f泊 都 市 名 を記 載 す る

こ とcた だ し、 当該 都 Hfに お け る宿 7riサ ー ビス の 手 配 が 当該 都

|lfに 特 有 の 事 情 に よ り困 難 とな る 百∫能 性 が あ る場 合 に 限 り、 例

え ば 「A市 又 は 13市 」 の よ うに 、 当該 都 市名 を記 載 した ilで 他

の 特 定 の 代 替 都 市 が 宿 711地 とな り得 る 旨 を記 載 して よい。 この

場 合 、 当該 都 市 の 中 ′とヽ剖Sか ら当該 代 替 都 市 の 中 心 吉じま で の お お

よそ の lll自 1、 こ の 間 の移 動 に 月|い る運 送 機 関 の 種 類 及 び 当該 運

送機 関 を利 用]し た 場 合 の所 要 時 間 を記 哉 す る こ と。

工  出 発 日につ い て は 、約 款 に規 定す る 「旅 行 開 始 日」を 記 載 し、

旅 行 日数 につ い て は 、 約 款 に 規 定 す る 「旅 行 開 始 口Jを 初 日 と

し、「旅 行 終 了 口Jを 末 日 と して 算 定 した 日数 を記 載す る こ と c

オ  企 画 旅 行 日程 中 、 旅 行 者 が旅 行 業 者 の 手 配 に係 る運 送 ・宿 泊

機 関 等 の サ ー ビ ス の 提 供 を ‐
L/」 受 け な い 口が 定 め られ て い る場

合 に は 、 そ の 旨及 び 当該 Hに 生 じた 事 故 に よ つ て 旅 行 者 が被 っ

た 損 害 につ い て は 約 秋 中 の 特 別 補 償 規 程 に よ る補 償 金 及 び 見舞

金 の 支 払 い が 行 われ な い 旨 を記 載 す る こ と。

②  行 程 の記 載 に 当 た つ て は少 な く と も 「○ ○ 時 か ら〇 〇 時 ま で 」

又 は 「早 朝 J、
「/11由

t」 、「午 後 J、
「夜 」、「深 夜 」 等 の 時 |‖J帯 を記

載 す る こ と。

③  機 中泊 、 車 中泊 等 の場 合 は 、 そ の 旨 を記 llltす る こ と。

(5)「 旅 行 者 が 旅 行 業 者 等 に 支 払 うべ き 対 価 及 び そ の収 受 の 方 法 J

につ い て (規 則 第 5条 第 1号 ホ )

①  複 数 の 出 発 目を有 す る コー ス で あ つ て 、 出発 国に よ り旅 行 代 金

の額 が 異 な る もの につ い て は 、 出 発 口ご との企 て の旅 行 代 金 を 明

確 に記 載 す る こ とし

②  運 送機 関 の 等 級 、宿 泊 機 関 の 一 室 当 た りの利 用 人 数 等 の利 用 条

件 の 差 異 に よ り旅 行 代 金 の 額 が 異 な る t)の につ い て は 、 そ の 差 異

を明確 に記 載 す る こ とЭ

③  了‐供 及 び 幼 児 に つ い て 特 別 の旅 行 代 金 を設 定 す る場 合 にお い て

光 地 、 llJl光 施 設 を含 ま な い 場 合 は 、 経 山 地 、 乗 継 地 、 休 憩 地 等

とり]確 に 区別 され る よ うに 記 載 す る こ と。

ウ 宿 泊 地 に つ い て は 、 日TJ中 の す べ て の 宿 泊 都 市 夕1を 記 載 す る

こ とcた だ し、 )l(該 都 市 に お け る宿 泊 サ ー ビ ス の 手 配 が 当 該 都

市 に特 有 の 事 情 に よ り困 難 とな る 百∫能 性 が あ る場 合 に 限 り、 例

え ば 「A市 又 は B II∫ 」 の よ うに 、 当 該都 市 名 を記 載 した 上 で 他

の 特 定 の 代 替 都 市 がイli 7:1地 とな り得 る 旨 を 記 載 して よい 。 この

場 合 、 当該 湘
`市

の 中 心 部 か ら当該 代 替 制S市 の 中 心 部 ま で の お お

よそ の 距 離 、 こ σ)「りの移 動 に 川 い る運 送機 関 の 種 類 及 び 当該 運

送機 1月 を利 用 した場 合 のワi要 時 間 を記 載 す る こ とり

工  出発 目につ い て は 、約 款 に規 定 す る 「旅 行 開 始 日」を記 載 し、

旅 行 日数 に つ い て は 、約 款 に規 定 す る 「旅 行 開 始 日」 を初 日 と

し、「旅 行 終 了 目」 を末 IJと して 算 定 した 日数 を 記 載 す る こ と。

オ  住 画 旅 行 11程 中 、旅 行 者 が旅 行 業 者 の 手 配 に係 る運 送 ・宿 ,「 |

機 関等 σ)サ ー ビ ス σ)提 供 を一 LJ」 受 け /tNい ||が 定 め られ て い る場

合 に は 、 そ の 旨及 び 当 該 ||に Jiじ た 嗜「故 に よ つ て 旅 行 者 が 被 っ

た 損 害 に つ い て は 不J款 中 の 特 別 袖 仔t tt rlに よ る補 償 金 及 び 見 舞

金 の支 払 い が行 わ れ な い 旨 を 記 載 す る こ と。

②  行 程 の 記 載 に 当 た つ て は少 な く と t)「 〇 〇 時 か ら○ ○ 時 ま で 」

又 は 「早 朝 J、
「午 前 」、「午 後 」、「夜 」、「深 夜 」 等 の 時 ||]イ |卜 を 記

載す る こ と。

0 機 中泊 、 車 中泊 等 の場 合 は 、 そ の 旨 を記 1伐 す る こ と。

(5)「 旅 行 者 が 旅 行 業 者 等 に 支 払 うべ き 対 佃I及 び そ の 収 受 の 方法 J

につ い て (施 行 規 貝1第 25条 の 3第 1号‐ホ )

①  複 数 の 出 発 IJを 有 す る コー ス で あ つ て 、 出発 口に .1り 方k行 代 金

の額 が 異 な る もの につ い て は 、 JI発 日ご との全 て の旅 行 代 金 を |り
|

確 に 記 i成 す る こ と。

②  運 送機 関 の 等 級 、 宿 泊 機 関 の 一 室 当 た りの利 用 人 数 等 の利 用 条

件 の 差 異 に よ り旅 行 代 金 の額 が ダ:な る t)の につ い て は 、 そ の 差 異

を明確 に 記 寸支J~る こ と c

O 子 供 及 び ″J児 に つ い て 特 別 の旅 行 代 金 を設 定 す る場 合 に お い て



は 、 そ の 金 額 、 適 用 年 齢 及 び 旅 行 サ ー ビス の 内 容 に差 異 が あ る場

合 にお け るそ の 内 容 に つ い て記 載 す る こ と。

①  旅行 代金 に含まれ てい る運 送機 関の運 賃・料 金 がいつ の時点 を

基 4Lと して設定 された tDの で あ るか を記 載す る こ とc

⑤  収受方 法 につ い て は 、 中込金 の額及 び残 金 の 支払期 限 につ き記

1支 す る こ と。

⑥  2、 (4)、 ① の人場 券 が 記名 itで あ る こ とその他 の IFE由 に よ り

他 人へ の譲 渡 が禁 ILさ れ てい る場 合 で あって、旅行者 が取消料 を

支払 うこ とな く旅 行契約 を解 除 した際 に 当該入場 券 を買い 1険 るこ

とを旅 行 契約締 結 の条件 とす る ときには、そ の 旨並び に入場券 の

代金 の額及 び引波 し時期|を 旅行 代金 に近接 して記載す るこ と。

⑦ 企画旅行 (参 加 す る旅行者 の募集 をす るこ とに よ り実施す るも

の を除 くc)の 契約 の締 絆iに 際 して企画 料 金 を明示す る場 合 は、

旅行代金 に近接 し́て記 載 す る こ との 企 口|「 料金 の額 は、 ll]内 旅 行 に

あっては約 款 中の受注 Jl l企 口li旅 行 契約 の部別 表第一 、 ^、 ( )、

口に2tづ き定 め る額 、海 外旅行 にあつて は同表 二、 ‐、 口及び 11

表 1、  1、 口に基づ き定 める額 の範 レ‖内で定 めて記載す る ことロ

③  当該 企 画旅 行 が募集 型 企 l14旅 行 で あ つて、企 l lll旅 行 業者 が第
「三

種旅行 業者 で あ る場合 には、旅 行代金 は、 中込金 を除 き、旅行 囲

始 }|よ り前の収受 は行 わ ない こ とを旅行代金 に近接 して表示す る

こと。

(6)「 旅 行 者 が (5)に 掲 げ る対価 に よつて提供 を受 け る こ とがで

き る旅 行 に関す るサ ー ビス の 内容 Jに つ い て (規 則第 5条 第 1け

ホ)少 な くと t)次 の事項 を記載す る こと3

①  運送 サー ビス

利り|]す る運送機 朕|の f4類 、名称及 び等級

ア 利 用 す る運送機 関 につ い て は 、そ の名 称 を記 載す る場合 を除

き、原則 と して種類 を特 定 して記載す るこ と。

イ 少 な く と 1)出 発 1也 か ら最 初 の「1的 地及 び最 後 σ)目 的地 か ら帰

着地 へ の 主要 な運 送機 関が航 空 、鉄道 又 は船舶 の場 合 には運送

機 関 の名 称 を記載 す る こ と。 この際 、運 送機 関 σ)イ1称 が 一つ に

は 、 そ の 金 額 、適 用 午 齢 及 び 旅 行 サ ー ビス の 内 容 に 差 異 が あ る場

合 にお け るそ の 内容 につ い て 記載 す る こ と。

①  旅 行 代 金 に含 ま れ て い る運 送機 関 の 運 賃 ・料 金 が い つ の 時 ′|、tを

基 準 と して設 定 され た もの で あ るか を 記 載 す る こ と。

⑤  収 受 方 法 に つ い て は 、 中込 金 の 額 及 び 残 金 の 支 払 力l限 につ き 記

載 す る こ とし

⑥  2、 (4)、 ① の人 場 券 が 記 名,式 で あ る こ とそ の他 の IJl由 に よ り

他 人 へ の譲 渡 が 禁 止 され て い る場 合 で あ っ て 、旅 行 者 が 取 消 料 を

支 払 うこ とな く旅 行 契 約 を解 除 した 際 に 11該 入 場 券 を 買 い 取 る こ

とを旅 行 契 約 締 結 の 条 件 とす る とき に は 、 そ の 旨並 び に人 場 券 の

代 金 の額 及 び り1渡 し時 期 を旅 行 代 金 に近 接 して 記 載 す る こ と。

⑦  企 画 旅 行 (参 加 す る旅 行 者 の 募 集 をす る こ とに よ り実 施 す る も

の を除 く。)の 契 約 の 締 結 に 際 して 企 lllll料 金 を 1月 示 す る場 合 は 、

旅 行 代 金 に近 接 して 記 載 す る こ と。 企 llll料 金 の額 は 、 国 内旅 行 に

あ って は約 款 中 の 受 注 型 企 llli旅 行 契 約 の 部別 衣第  、 、 (― )、

口 に人 づ き定 め る額 、 海 外 旅 行 に あ つ て は 同 表 二 、 一、 口及 び 同

表 三 、 二 、 口に基 づ き定 め る額 の範 り]内 で 定 め て 記 1文 す る こ と。

③  当該 企 画旅 行 が 募 集 型 企 画 旅 行 で あ つ て 、 企 画i旅 行 業 者 が 第 二

種 旅 行 業者 で あ る場 合 に は 、 旅 行 代 金 は 、 中込 金 を除 き 、 旅 行 開

始 日よ り前 の 収 受 は行 わ な い こ とを旅 行 代 金 に 近 接 して 表 示 す る

こ と。

(6)「 旅 行 者 が (5)に 掲 げ る対 価 に よ つ て 提 供 を受 け る こ とが で

き る旅 行 に 関 す るサ ー ビス の 内容 Jに つ い て (施 行 規 則 第 25条
の 3第 1号 ホ )少 な く と も次 の事 項 を 記 載す る こ とc

①  運 送 サ ー ビス

利 用 す る運 送機 関 の種 類 、イl称 及 び 等 級

ア 利 用 す る運 送機 関 に つ い て は 、 そ の 名 称 を 記 載 す る場 合 を 除

き 、原 則 と して種 類 を特 定 して記 載 す る こ と。

イ 少 な く と も出 発 地 か ら最 初 の 目的 地 及 び 1晨 後 の 目的 地 か ら帰

着 地 へ の 主 要 な 運 送 機 関 が 航 空 、 鉄 道 、船 舶 の 場 合 に は運 送機

関 の名 称 を 記載 す る こ と。 この 際 、 運 送機 関 の 名 称 が 一 つ に特



特 定 され て い る こ とが 望 ま しい が 、 これ が 医1難 で あれ ば 、「A航

空 会 社 そ の 他 J等 の 範 囲 が 不 明 確 な 記 載 を行 わ ず に 「A航 空 会

社 又 は 13航 空 会 社 」 の よ うな 限 定 的 な 記 載 方 法 に よ り複 数 列 記

す る こ と。

ウ 航 空 機 が 乗 継 便 又 は 経 由 便 とな る こ とが 予 定 され て い る場 合

は 、 そ の 旨 を記 載 す る こ と。 この 際 、「直 行 使 又 は乗 継 使 」、「直

行 使 又 は経 由使 Jの 記載 は認 め られ な い。

エ  コー ドシ ェ ア 便 を利 用 す る場 合 で あ っ て 、 記 載 上 の航 牢 会 社

と実 際 の 運 航 航 空 会 社 とが 異 な る と き は 、 そ の 旨 並 び に 運 航 航

空 会 社 名 及 び 当 該 逓 航 航 空 会 社 に よ つ て 航 空 機 が 運 航 され 、機

内サ ー ビス が提 供 され る 旨 を併 せ て記 4支 す る こ と。

上  高速 ツ ア ー バ ス を企 画 ・ 実 施 す る場 合 は 、 利 月1予 定 貸 切 バ ス

事 業 者 を表 示 す る こ と。 こ の 場 合 、
rll業

者 名 が ‐つ に特 定 され

バ ス会 社 lσ)よ うな 限 定 的 な 1記 1支 方 法 に よ り複 数 夕1記 す る こ とc

宿 ,「 |サ ー ビス

ア 利 用 す る宿 ‖
′
1機 関 の II類 、名 称

1)日 程 中 に利 用 す る宿 泊機 関 に つ い て は 、 そ の名 称 を記 載 す

る場 合 を除 き、原 貝|と して flrl類 を特 定 して記 載 す る こ と。

1)宿 泊機 関 が 旅 館 又 は ホ テ ル の 場 合 は 、宿 泊機 関 の名 称 を記

4支 す る こ と。 こ の 際 、 宿 泊機 関 の 名 称 が ‐つ に特 定 され て い

る こ とが 望 ま しい が 、 これ が 体1難 で あ れ ば 、「Aホ テ ル 又 は

同 等 ク ラ ス 」 等 の 範 囲 が 不 り1確 な 記 載 を行 わ ず に 「Aホ テ ル

又 は Bホ テ ル 」 の よ うな 限 定 的 な 記 載 方 法 に よ り複 数 列 記 す

る こ と c

イ 客 室 の種 類 、 バ ス ・ トイ レ等 の設 備 、景 lll及 び利 用 人員

宿 泊 機 関 が旅 館 又は ホ テ ル の 場 合 に お い て 、 客 室 の種 類 と し

て 、和 室 。洋 室 ・和 洋 室 の別 (海 外 の ホ テ ル で あ る場 合 を除 く。)

及 び 洋 室 に つ い て は 、 シ ン グル 、 ツ イ ン 、 ダ ブル 、 トリブ ル 等

の 客 室 の Tllj類 を 記 1支 す る こ と。 洋 室 の 設 備 に つ い て は 、 バ ス 、

②

定 され て い る こ とが 望 ま しい が 、 これ が 困 難 であ れ ば 、「A航
空 会 社 そ の 他 J等 の 範 レ]が 不 りJ確 な 記 載 を行 わ ず に 「A航 空 会

社 又 は B航 空 会 社 Jの よ うな 限 定 的 な 記 載 方 法 に よ り複 数 列 記

す る こ と。

ウ 航 空機 が 来 継 便 又 は経 由 使 とな る こ とが 予 定 され て い る場 合

は 、 そ の 旨 を記 載 す る こ と。 この 際 、「直行 便 又 は乗継 使 」、「直

行 使 又 は経 由使 Jの 記載 は認 め られ な い。

エ  コー ドシ ェ ア便 を利 用け /D場 合 で あ っ て 、 記 載 上 の航 空 会 社

と実 際 の 運 航 航 空 会 社 とが 異 な る と き は 、 そ の 旨 並 び に運 航 航

空 会 社 名 及 び 当該 運 航 航 空 会 社 に よ つ て航 空 機 が 連 航 され 、機

内 サ ー ビスが提 供 され る 旨 を併 せ て ,記 1文 す る こ と。

(新 設 )

②  イli,自 サ ー ビス

ア 利 用 す る宿 泊機 関 の種 類 、 名 称

i)日 程 中 に利 用 す る宿 ヤFI機 関 に つ い て は 、 そ の イ,称 を 記載 す

る場 合 を除 き、原 貝Jと して 種 類 を特 定 して 記 1文 す る こ と。

1)宿 泊 機 関 が 旅 館 又 は ホ テ ル の 場 合 は 、 宿 れ
′
1機 関 の イI称 を 記

載 す る こ と。 この 際 、 宿 泊機 関 の 名 称 が 一つ に 特 定 され て い

る こ とが 望 ま しい が 、 これ が 困 Allで あ れ ば 、「Aホ テ ル 又 は

同 等 ク ラ ス J等 の 範 レ‖が 不 明 確 な 記 1文 をイJlわ ず に 「Aホ テ ル

又 は 13ホ テ ル 」 の よ うな 限 定 的 な i遭 載 方 法 に よ り複 数 列 記 す

る こ と.

イ 客 室 の種 類 、バ ス ・ トイ レ等 の 設備 、景 得1及 び利 用 人 員

宿 泊機 関 が 旅 館 又 は ホ テ ル の 場 合 に お い て 、 客 室 の 種 類 と し

て 、和 室 ・洋 室 ・和 洋 室 の別 (7毎 外 σ)ホ テ ル で あ る場 合 を除 くc)

及 び 洋 室 に つ い て は 、 シ ン グル 、 ツ イ ン 、 ダ ブ ル 、 トリブル 等

の 客 室 の種 類 を記 載 す る こ と。 洋 室 の 設 備 に つ い て は 、 バ ス 、



シ ャ ワー 及 び トイ レの 設 備 の 有 無 が llll確 とな る よ うに記 載 す る

こ と c

な お 、 客 室 の 景 観 、 階 数 、 喫 ・禁 煙 の別 そ の 他 の 客 室 に係 る

条 件 が旅 行 の 選 択 の 上 で 重 要 な 要 素 とな っ て い る場 合 は 、 これ

らの 条件 につ い て も併 せ て 記 載 す る こ とが 望 ま しい c

③  食 事 サ ー ビス

ア 旅 行 代 金 に含 ま れ て い る朝 食 、ど1食 及 び 夕食 別 の食 事 の ||]数 。

なお 、機 内食 は食 事 の 回数 に含 め な い で別 途 記 載 す る こ と。

イ 国 内旅 行 に あ つ て は 、 宿 泊 機 関 内 で の 食 事 が 部 屋 食 で あ る場

合 はそ の 旨 を記 載 す る こ と。

(7)「 (5)に IEJげ る対 llliに 含 まれ て い な い 旅 行 に 関す る経 費 で あ っ

て旅 行者 が 通 常 必、要 とす る もの 」につ い て (規 只1第 5条 第 1け ホ )

渡 航 手続 諸 費 用 、 空 港 諸 税 、 空 港 施 設 使 月l料 、 運 送 機 関 の 課 す 付

加 運 賃 ・ 料 金 (原 価 の 水 準 の 異 常 な 変 動 に 対 応 す るた め 、 一 定 σ)

期 間 及 び 一定 の 条 件 ドに 限 りあ らゆ る旅 行 者 に 一 イトに課 され る ()

の に 限 る。)、 超 過 手 荷 物 料 金 等 の旅 行 代 金 に含 まれ て い な い 旅 行

に関す る経 費 を具 体 的 に 記載 す る こ と。

旅 行 業 者 等 が 16該 経 費 を別 途 旅 行 者 か ら収 受 す る場 合 に あ つ て

は 、 そ れ ぞ れ の 経 費 の 収 受 方 法 、 収 受 内 容 、 収 受 金 額 の 根 拠 を記

載 す る こ と。

(8)「 契 約 の 中込 方 法 及 び 契 約 の 成 立 に 咲け る事 項 Jに つ い て (里

則 第 5条 第 1号 ホ )

①  約 款 中 の 募 集 型 企 画 旅 行 契 約 の 部 第 2章 (契 約 の 締 結 )及 び 受

注 型 企 画 旅 行 契 約 の 部 第 2章 (契 約 の 締 結 )の 規 定 に 準 拠 して 記

載 す る こ と。

②  企 画i旅 行 業 者 、 企 画i旅 行 業 者 の旅 行 業 者 代 理 業 者 、 受 i[旅 行 業

者 又 は受 託 旅 行 業 者 代 理 業 者 以 外 の 者 を旅 行 契 約 の 中 込 先 等 とは

しな い こ と。

(9)「 契 約 の 変 更 及 び 解 除 に 関 す る事 項 Jに つ い て (規 貝1第 5条 第

1号 ホ )

約 款 中 の 募 集 型 企 ll14旅 行 契 約 の 部 第 3章 (契 約 の 変 更 )及 び 第

シ ャ ワー 及 び トイ レの 設 備 の 有 無 が り1確 とな る よ うに 記載 す る

こ と。

な お 、 客 室 の 景 観 、 階 数 、 喫 ・禁 ,Iの 別 そ の 他 の 客 」ヽ に係 る

条件 が 旅 行 の 選 択 の 上 で 重要 な 要 素 とな っ て い る場 合 は 、 これ

らの 条件 につ い て も併 せ て 記 載 す る こ とが 望 ま しい。

③  食 事 サ ー ビス

ア 旅 行 代 金 に含 まれ て い る朝 食 、昼 食 及 び 夕食 別 の食 事1の 回 数 。

なお 、機 内 食 は食 事 の lHJ数 に含 め な い で別 途 記 載 す る こ と。

イ l■I内 旅 行 に あ つ て は 、 宿 泊機 関 内 で の 食 事 が 部几:食 で あ る場

合 は そ の 旨 を記 載す る こ と 3

(7)「 (5)に 掲 げ る対 価 に含 まれ て い な い旅 行 に 関 す る経 費 で あ っ

て 旅 行 者 が 通 常 必 要 とす る もの Jに つ い て (施 行 規 則 第 25条 の

3第 1→ナフト)渡 航 '「 続 諸 費 用 、 空 港 諸 税 、 空 港 施 設 使 用 料 、 運 送

機 関 の 課 す 付 加 運 賃 ・ 料 金 (原 1面 の 水 準 の 異 常 な 変 動 に 対 応 す る

た め 、 一 定 の 期 1嗣 及 び 一定 の 条 件 下 に 限 りあ ら ゆ る旅 行 静に 一律

に 課 され る ()の に 限 る c)、 超 過 手荷 物 llる 等ヽ の旅 行 代 金 に含 まれ

て い な い旅 行 に 関す る経 liを 共体 的 に記 載 す る こ とぃ

旅 行 業 者 等 が 当 該 経 費 を別 途 旅 行 者 か ら収 受 す る場 合 に あ つ て

は 、 そ れ ぞ れ の 経 費 の 収 受 方 法 、 収 受 内 容 、 1又 受 金 額 の 根 拠 を i記

載 す る こ と。

(8)「 契約 の 中込 方法 及 び 契 約 の成 立 に朕lす る 事項 Jに つ い て (地

行規則第 25条 の 3第 1号 /1N)

①  約款 中の募集型企 画旅 行契約 の部第 2Jに (契 約 の締結 )及 び 受

注型企 画旅 行契約 の 剖
`第

2章 (契 約 の締 結 )の 規 定 に準拠 して 記

載す ること。

②  企 画旅 行業 者、企 llllJ旅 行 業者 の旅 行 業 者代 理 業者 、受 託旅 行 業

者 又は受 託旅 行 業者 代理 業 者以外 の者 を旅 行 契約 の 中込 先等 とは

しない こ と。

(9)「 契 約 の 変 更及 び 解 除 に P/1す る事 項 」

5条 の 3第 1弓 ホ )

に つ い て (施 行 規 則 第 2

約 款 中 の 募集 型 企 口「旅 行 契 約 の 部 第 3章 (契 約 の 変 更)及 び 第



4革 (契 約 の解 除 )又 は 受 注 」1企 |l1li旅 行 契 約 の 剖
`第

3章 (契 約 の

変 lll)及 び 第 4卓 (契 約 の 解 除 )の 規 定 に 準 拠 して 記 4ttす る こ とc

(10)「 責 1■ 及 び 免 責 に 関 づ
~る

事 項 J に つ い て (月1員1第 5条 第 1号

ホ )

約 1大 中 の 募 集 型 企 I覇 旅 行 契 約 の 部 第 27条 (当 ネllの 責 任 )、 第

29条 (旅 程 保 証 )及 び 第 30条 (旅 行 者 の 責 任 )又 は受 注 型 企

ll旅 行 契 約 の 劇
`第

28条 (当 社 の 責 任 )、 第 30条 (旅 FI:保 証 )

及 び γj3 1条 (旅 行 者 の 責任 )の 規 定 に 準拠 して記 1典 す る こ と。

(11)「 旅 行 中 σ)損 害 の 補 ttに 関 す る 事項 Jに つ い て (規 サ11第 5条

第 1写‐ホ )

約 款 中 の 募 集 型 企 画 旅 行 契 約 の 部 第 28条 (特 別 補 ti)又 は 受

注i型 企 μl旅 行 契 約 の 部 第 29条 (特 別 補 tt)の 規 定 に 準 拠 して 記

載す る こ と。

(12)「 方旅行 に 参 加 す る 資 格 を 定 め る場 合 に あ つ て は 、 そ の 旨及 び

当該 資格 Jに つ い て (規 則第 5条 第 1弓Jヽ )

①  海外旅行 にあつて は、渡航 先IJが 人 1可 者に査訂Eの 取得 を要求 し

てい る場合 はそ の 旨 を、渡航 先IJが 旅 券 に ‐定の残存有効り明||||を

要求 してい る場 合 はそ σ)旨 及 び人 1司 時 におい て必ヽ要 とされ る残 存

有効期 間の長 さを、それ ぞれ 記 4批 す る こ と。 た だ し、本 り1:111籍 者

以外 の旅行者 につ いて は、旅 行者 自身 が lxl係 官 岩 に 1用 い合 わせ る

な ど し、 Zヽ 要な査証 、旅 券 、 再 人国 7F可 証等 を取得 又は ,り i持 す ベ

き旨を記 4文 す るこ とで足 りる c

②  その他 、企 Lllli旅 行 へ の参力||に 当た り、性別 、年齢 、一定 の技能

をイ「 してい る こと等 、参力|1資 格 を設 け る場合 はその 旨を具体的 に

記載す ること。

た めに提 供 さ サ ー ビ ス が

が 望 ま し

に 限|す る サ ー ビ ス に 専 る企 口||

:送 の安 全 に 関 す る情 報」 に つ い て (規 則 第 5 けホ )

高速 ツアーバ ス を企 II亘
・ 実施す る場合 に あ つては、 高速 バ ス

表示ガイ ドライン」σ,策 定について」11 1.(3)② ～①の規定に

(1

(1

4'「 (契 約 の 解 除 )又 は 受 注 りil企 i口
li旅 行 契 約 の 部 第 3章 (契 約 の

変 更 )及 び 第 411(契 約 の解 除 )の 規 定 に 4t拠 して 記 1文 す る こ と.

0)「 責 任 及 び 免 責 に 1川 す る 事 項 Jに /Dい て (施 行 規 則 第 25条
の 3第 1け ホ )

約 1大 中 の 募 集 41企 |口
li旅 行 契 約 の 部 第 27条 (当 社 の ず〔任 )、 第

29条 (旅 程 保 証 )及 び γ」30条 (旅 行 者 の 責 任 )又 は受

'L型

/1t

lll l旅 行 契 約 の 部 第 28条 (当 社 の 責 任 )、 第 30条 (旅 ll保 証 )

及 び 第 31条 (旅 行 者 の デ〔任 )の 規 定 に 準 拠 して記 4支 す る こ と。

1)「 旅 行 中 θ)損 害 θ)補 償 に 関 す る事 項 Jに つ い て (施 行 規 則 第

25条 υ)3 γjl弓‐ホ )

約 款 中 の 募 集 型 企 画i旅 行 契 約 の 部 第 28条 (特 月1補 償 )又 は 受

注型 企 lll旅 行 契 約 の 部 第 29条 (特 別 補 償 )の 規 定 に 十11拠 して Ii己

1文
―
ケる こ と。

(12)「 旅 行 に 参 加 す る 資 格 を 定 め る場 合 に ル)つ て は 、 そ の 旨及 び

当該 資格 Jに つ い て (施 行 規 則 第 25条 σ)3第 1)jホ )

①  海 外 旅 行 に あ つ て は 、 渡 航 先 IJが 人 国 者 に 14_FI:の 1収 得 を 要求 し

て い る場 合 は そ の 旨 を 、 渡 航 先 1劇 が旅 券 に 一 定 の 残 イ「 イl効 サリ|||り を

要 求 して い る場 合 は そ θ)旨 及 び 人 1司 時 に お い て Zヽ 要 と され る残 存

イ「効 期 ||り の 長 さ を 、 そ れ ぞ れ 記 1文 す る こ とっ た だ し、 本 り1;1可 籍 者

以 外 の旅 行 者 に つ い て は 、 旅 行 者「1身 が 関係 官 岩 に ||llい 合 わせ る

な ど し、 必 要 な査 証 、旅 券 、 lrll人 国 許 口∫証 等 を取 得 又 は所 持 す べ

き 旨 を記 載 す る こ とで 足 りる。

②  そ の他 、 企 山i旅 行 へ の 参 加 に 当 た り、性 別 、年 齢 、 一 定 の 技 能

を有 して い る こ と等 、 参加 資 格 を設 け る場 合 は そ の 旨 を 具体 的 に

記載 す る こ と ,

(新 設 )



準拠 して 記 1支 す る こ とっ

②  そ の 他 、 運 送 サ ー ビス の 内 容 を 勘 案 して 、 旅 行 業 者 の 判 断 に よ

り、 Z、 要 とな る情 報 が あ る場 合 に あ つ て は 、 そ の 情 報 を旅 行 者 に

伝 達 す る と とも に 、そ の 具 体 的 な入 手方 法 につ い て 記載 す る こ と。

(14)「 旅 行 の 目的 地 を 勘 案 して 、旅 行 者 が 取 得 す る こ とが 望 ま し

い 安 全 及 び 衛 生 に 関 す る情 報 が あ る場 合 に あ つ て は 、 そ の 旨及 び

当該 情 報 Jに つ い て (規 只J第 5条 第 1号 ガヽ )

①  海 外 旅 行 に あ つ て は 、 外 務 省 の 提 供 す る安 全 に 関 す る情 報 及 び

厚 生 労働 省 の 提 供 す る感 染 症 に 関 す る情 報 に係 る ホ ー ム ペ ー ジ の

ア ドレス 及 び 関 係 部 局 の 1詞 い 合 わ せ 先 を記 載 す る こ と。 さ らに 、

外 務 省 か ら海 外 危 険 情 報 が 発 出 され て い る場 合 は 、 危 険 情 報 の発

JI地 域 で あ る 旨 を 記 載 した 書融jを 交 付 し、 そ れ ぞ れ の危 険 情 報 の

趣 旨、 内 容 を十 分 説 り|す る こ とc

ま た 、 渡 航 先 日Jが 入 1日 者に 予 防 接 11証 明 書 を 要 求 して い る場 合

は 、 必 要 と され る予 防 接 種 の lT類 及 び 当該 予 防 接 TTlの 証 り1書 を所

持 す べ き 旨 を 書融iに よ り通 力|す る こ と。

②  そ の他 、旅 行 の 目的 地 を勘 案 して 、 旅 行 業 者 の 判 断 に よ り、 必

要 とな る情 報 が あ る場 合 に あ つ て は 、 そ の 情 報 を旅 行 者 に伝 達 す

る と と ()に 、 そ の 具 体 的 な 入 手 方 法 につ い て 記哉 す る こ とc

4 誇 大 広 告 の禁 JL(法 第 12条 の 8、 規 則 第 14条 Fyl係 )

(1)本 条 の 規 惰1の 対 象 とな る の は 、 企 世1旅 行 の 募 集 広 告 の み な らず

旅 行 業者 等 が旅 行 業 務 につ い て 行 う広 告 す べ て で あ る。

(2)禁 止 され る誇 大 表 示 の事 例 は 次 の とお りで あ る。

①  「旅 行 に 関 す るサ ー ビス の 品 質 そ の 他 の 内容 に 関 す る事 項 」 に

つ い て (規 則 第 14条 第 1号 )

ア 次 に掲 げ る用 語 を客 観 的 根 拠 な く使 用 す る こ と。

i)「 超 豪 華 」、「当ネLだ け の J等 の優 位 性 、 唯 一性 を意 味 す

る用 語

1)「 完 ぺ き」 等 完 全 性 を意 味 す るり月語

イ フ ァー ス トク ラ ス の 使 ナ||、 添 乗 員 の 同行 等 単 に 契 約 条 件 に過

ぎ な い ()の を 「特 典 」 と して 表 示 す る こ と。

(13)「 旅 行 の [1的 地 を 勘 案 して 、旅 行 者 が 取 得 す る こ とが 望 ま し

い 安 全 及 び衛 生 に 関 す る情 報 が あ る場 合 に あ つ て は 、 そ の 旨及 び

当該 情 報 」 につ い て (施 行 規 則 第 25条 の 3第 1号 ホ )

①  海 外 旅 行 に あ つ て は 、 外 務 省 の提 供 す る安 全 に 関 す る情 報 及 び

厚 生 労 働 省 の 提 供 す る感 染 症 に 関 す る情 報 に係 るホ ー ムペ ー ジ の

ア ドレス及 び 関係 部 局 の 問 い 合 わせ 先 を記 載 す る こ と。 さ らに 、

外 務 省 か ら海 外 危 険 情 報 が 発 出 され て い る場 合 は 、 危 険 情 報 の 発

出 地 域 で あ る 旨 を 記 4支 した 書 面 を交 付 し、 そ れ ぞ れ の危 険 情 報 の

ltl■t旨 、 内容 を十 分 説 明す る こ と。

また 、 渡航 先 国 が 入「 J者 に 予 防 接 種 前[明 1年 を 要求 して い る場 合

は 、 必、要 と され る予 防 接 種 の ll力1及 び
｀
‰該 ル防 接 f「 の 証 lJl書 を所

持 す べ き 旨を書 面 に よ り通 知 す る こ と c

②  そ の他 、旅 行 の 目的 地 を 勘 案 して 、 旅 行 業 者 の判 μJiに よ り、 必

要 とな る情 報 が あ る場 合 に あ つ て は 、 そ の 情 報 を旅 行 者 に伝 達 す

る と と もに、 そ の 具 体 的 な 入 手 方 法 につ い て 記 載す る こ と。

4 誇 大 広 告 の禁 止 (法 第 12条 の 8、 施 行 規 貝ll第 30条 関係 )

(1)本 条 の規 制 の 対 象 とな るの は 、
/1N画 旅 行 の 募集 広 告 の み な らず

旅 行 業 者 等 が旅 行 業 務 につ い て行 う広 告 す べ て で あ る D

(2)禁 Jiさ れ る誇 大表 示 の 事:例 は 次 の とお りで あ る。

①  「旅 行 に 関す るサ ー ビス の 品l質 そ の他 の 内 容 に 関 す る 事項 」 に

つ い て (施 行 規貝J第 30条 第 1号 )

ア  次 に掲 げ る用 語 を客 観 的 根 拠 な く使 月Jす る こ と。

i)「 超 豪 車 J、
「当社 だ け の J等 の優 位 性 、 唯 一 性 を 意 味 す

る用 語

li)「 完 ぺ き J等 完 全性 を 意 味 す る用 語

イ フ ァー ス トク ラ ス の使 用 、 添 乗 員 の 同 行 等 11に 契 約 条 件 に 過

ぎな い もの を 「特 典 Jと して 表示 す る こ と t



ウ  「後援 」、「協賛」、「推薦 」等 の表 /1Nを 事 実 に反 して行 うこと。

②  「旅 行 地 にお け る旅 行 者 の安 全 の確 保 に関す る事項 J及 び 「感

染症 の発 4Lの 状 況 そ の他 の旅 行 地 にお け る衛 生 に関す る事項 Jに
ついて (規 只J第 14条 第 2号 、第 3)j)

旅行地 にお いて安 全 が確 保 され てい る こ とや 、衛 生 1白 iで の懸念

が ない こ とを、事 実 に反 して強調 す る 目的 で 、「危 険 は一 L/1あ り

ませ ん」、「衛 生 上 の不安 は全 くあ りませ ん Jと い つた用語や 、 こ

れ を強 く想起 させ る写真・イ ラス ト等 を使 用す るこ と。

0 「旅行地 の景 ll■ 、環境 そσ)他 σ)状 況 に関す る 事項」について (量

貝1第 14条 第 4号 )

ア 著 しく事実 に相違す る表示 を行 うこ とc

イ ロ程 に含 まれ な い場 所 等 の写 真 ・イ ラス ト等 を使 リロす る こ と

(衣 紙 等 に使 用す る場 合及 び イ メー ジで あ る こ とを明 記 した上

で使用す る場 合を除 くら).

①  「旅行者 が旅行 業 者等 に 支払 うべ き対価 に 1月 す る事項 J及 び 「旅

行 中の旅 行 者 の負押1に 1月 す る事り〔Jに つ い て (規 則第 14条 第 5

号、第 6';^)

ア 次に掲 げ る用語 を客観的根拠 な く使用す るこ と。

1)「 優待価格 」、「害1引 価格 」等 の優位性 を意味す る用語

1)「 格安J等 価格 が著 しく安 い とい う印象 を与 える用語

イ 旅行 者 が別 個 に負担す る もの につ い て 、旅 行 代金 に含 まれ る

かの よ うな表示 をす る こ と。

ゥ コス トが旅 行代 金 に含 まれ て い るに もか かわ らず 「無料 サー

ビスJ、
「特典 J等 の表示 を行 うこ とG

⑤  l旅 行 者 に対 す る損 害 の補 償 に関す る事項 Jに つ い て (規 則第

14条 第 7号 )

特別補 償責任 を担保 す る保 険 と しての旅 行 特別補i償 保 険等 をも

って、旅行損害保険 をか けてい る旨を表示す ること。

⑥  「旅 行 業 者等 の業務 の範 囲、 資 力又は信 用 に関す る I卜 項 Jに つ

いて (規 則第 14条 第 8け )

ア 旅行 の 目的 地若 しくは 日程 、旅 行者 が提 供 を受 け る こ とがで

ウ  「後援 J、
「協 賛 J、

「
|■ 薦 J等 の表 示 を事 実 に反 して行 うこ と c

②  「旅 行 地 に お け る旅 行 者 の 安 全 の 確 保 に 関 す る事 項 J及 び 「感

染 りliの 発 生 の 状 況 そ の他 の 旅 行 地 に お け る衛 生 に 関 す る J「 項 Jに
つ い て (施 行 規 貝り第 30条 第 2号 、 第 3号 )

旅 行 地 に お い て 安 全 が 確 保 され て い る こ とや 、衛 生 面 で の 懸 念

が な い こ と を 、 事 実 に 反 して 強 調 す る 目的 で 、「危 険 は ‐り」あ り

ませ ん J、
「衛 生 上 の 不 安 は 全 くあ りませ ん Jと い っ た 用 語 や 、 こ

れ を強 く想 llLさ せ る写真 ・ イ ラ ス ト等 を使 用 す る こ と。

③  「方々行地の景観、環境その他の状況に関する Fli項 Jに ついて (■

行規則第 30条 第 4号 )

ア 著 し く寸f実 に相 違 す る表 示 を行 うこ と。

イ  ロ程 に含 まれ な い 場 所 等 の 写 真 ・ イ ラ ス ト等 を使 りllす る こ と

(表 紙 等 に使 り|け る場 合 及 び イ メ ー ジで あ る こ とを り」記 した L

で使 用 す る場 合 を除 く.)。

0 「旅 行 者 が旅 行 業者 等 に支 払 うべ き対 価 に関 す る事 項 J及 び 「旅

行 中 の旅 行 者 の 負 担 に 関 す る
「
|「 項 |に つ い て (施 行 規 貝J第 30条

γ:5']、 第 6号 )

ア 次 に掲 げ る用 語 を客 観 的 根 拠 な く使 り||す る こ と。

i)「 優 待 価 格 J、
「害1引 価 格 」 等 の優 位 性 を意 味 す るり|]語

五)「 格 安 」 等 価 格 が 著 し く安 い とい う印 象 を与 え る月1語

イ 旅 行 者 が 月|1個 に 負 lllす る もの につ い て 、旅 イJl代 金 に 含まれ る

か の よ うな表 示 をす る こ と。

ウ コ ス トが旅 行 代 金 に 含 まれ て い る に ()か か わ らず 「無 料 サ ー

ビス」、「特典 J等 の表示 を行 うこ とc

「旅行 者 に対す る損 害 の補 ttに 1則 す る |「 項 Jに つ い て (施 行 月1

則第 30条 第 7号 )

特別補償 責任 を担保 す る保 険 と しての旅 行 特男|1補 償保 険等 を 1)

って、旅行打1害 保険 をか けてい る旨を表示す る ことc

⑥  「旅行業者 等 の業務 の範 F‖ 、資 力 又は信 用 に関す る事項 Jに つ

いて (施 行規則第 30条 第 8け )

ア 旅 行 の [1的 地若 しくは 日程、旅 行者 が提 供 を受 け るこ とが で

⑤



き る運 送等 サ ー ビスの 内容 又 は旅 行 者 が 支払 うべ き対 llliに FIlす

る事 項 を具体 的 に広 告 に記 載 す る こ とに よ り、 当該旅 行 業者 等

に認 め られ た業 務 の範 りJ上 実 施す る こ とが で き な い企 仲i旅 行 に

参加 す る旅 行 者 の募集 を行 え るか の よ うな誤認 を与 え る表示 を

行 うこ と。

イ  「業 界第 〇位 」等優 位 性 を意 味す る用 語 を客観 的根拠 な く使

用す るこ とc

ウ 事 実 に反 して他 の優 良企 業 の信 用 を受 けて い る 旨の表示 を行

うこ と。

5 特別 の事項 に関す る表示

(1)オ プ シ ヨナル ツアー

少 な くとも次 の事項 を表示す るこ と。

①  オプ シ ョナル ツアー の企 画イが 企 画旅 行 業者 と共 な る場合 に あ

っては、その 旨

②  ツアーの内容 、料金 、取消料そ の他 の実施 条件

③  ツアー の 中込方法

(2)セ ッ ト販 売

旅 行 と旅 行 以 外 の 商 」]等 を一 組 と して lllK売 す る場 合 に は、 旅 行

に係 る代 金 を明確 に表 示 す る こ と。

6 旅 行 業 約 款 の認 可を受 け た 場 合 の広 告 の基 準

旅 行 業 約 款 に つ い て 国 土 交 通 大 臣 の 認 可を受 け た 場 合 に は 、 当該

認 可 を受 け た 旅 行 業 約 款 の 内 容 が L記 1か ら 5の 内 容 と異 な る部 分

につ い て は 当該 認 可 を受 けた 旅 行 業 約 款 に準 拠 して 広 告 を行 うこ と。

7 旅 行 業 協会 に よ るガ イ ドライ ンの 作 成

(1)旅 行 業 協 会 は 、 上 記 1～ 6に 則 して 、募 集 広 告 、 パ ン フ レ ッ ト

等 につ い て そ の 作 成 基 準 、 モ デ ル 等 を含 む ガ イ ドライ ン (以 下 i11

に 「ガ イ ドライ ン Jと い う。)に つ い て 、 従 来 の もの を速 や か に

改 TEす る もの とす る。

(2)ガ イ ドライ ン は 、本 通 達 に則 す る ()の で な けれ ば な らな い c

(3)旅 行 業 協 会 は 、 改 ]i後 の ガ イ ドライ ン を作 成 した とき は 、 速 や

か に これ を 国 上 交 通 省 に力||け 出 る もの とす る。

きる運送等 サー ビスの内容 又 は旅 行 者 が支払 うべ き対価 に関す

る事項 を具体 的 に広 告 に記載す る こ とに よ り、 当該旅 行 業者 等

に認 め られ た業務 の範 囲 11実 施 す る こ とがで きない企 画旅行 に

参加 す る旅 行者 の募集 を行 え るか の よ うな誤 認 を与 え る表示 を

行 うこと。

イ  「業界第 ○位 J等 優位性 を意 味す る用語 を客観 的根 拠 な く使

用す ること。

ウ J「 実 に反 して他 の優良企 業 の信 用 を受 けてい る 旨の表 示 を行

うこと。

5 特別 の事項 に関す る表示

(1)オ プ シ ヨナル ツアー

少 な くとも次 の 1:項 を表示す るこ と。

①  オブ シ ョナル ツアー の企 画 者 が企画旅 行 業者 と異な る場合 に あ

っては、その 旨

②  ツアーの内容 、料金 、取消料 その他 の実施 条件

③  ツア ー の 中込 方 法

(2)セ ッ ト販 売

旅 行 と旅 行 以 外 の 商 品 等 を ^約 Lと して 販 売 す る場 合 に は 、旅 行

に係 る代金 を Hll確 に表 示 す る こ と。

6 旅 行 業約 款 の認 可 を受 け た場 合 の広 告 の基 4:

旅 行 業 約 款 につ い て 国 土 交 通 大 lliの 認 可 を受 け た 場 合 に は 、 当 i亥

認 可を受 け た 旅 行 業 約 款 の 内 容 が 上 記 1か ら 5の 内 容 と 異 な る部 分

につ い て は 当該 認 可 を受 けた旅 行 業 約 款 に準 拠 して 広 告 を行 うこ と c

7 旅 行 業 協会 に よ るガ イ ドライ ン の 作成

(1)旅 行 業 協 会 は 、 L記 1～ 6に 則 して 、 募 集 広 告 、 バ ン フ レ ッ ト

等 につ い て そ の 作 成 基 準 、 モ デ ル 等 を含 む ガイ ドライ ン (以 下 11

に 「ガ イ ドライ ン |と い う。)に つ い て 、 従 来 の も の を速 や か に

改 IFす る もの とす る。

(2)ガ イ ドライ ン は 、本 通 達 に則 す る ()の で な けれ ば な らな い c

(3)旅 行 業 協 会 は 、 改 iE後 の ガ イ ドライ ン を 作 成 した と きは 、 速 や

か に これ を LII Ji交 通 省 に加|け 出 る 1)の とす る。


